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米
國
各
州
決
制
上
に
於
る
市
の
分
類
に
つ
い
て

島

照

久

吉

ぐ瓢，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
　
し
　
が
　
響

　
魏
”
が
■
爾
艦
於
る
が
如
《
劇
潤
憾
的
な
密
｝
編
”
を
課
躍
し
て
ゐ
る
幽
一
廼
腱
淡
羅
賜
土
艦
於
る
霜
藷
ハ
の
醗
究
櫨
鞭
鯉
繍
韓
甲
噂
あ
番
郵
漁
嶽
醐
の
鋤
7
隔
霧
・

に
騙
や
る
法
制
溢
各
州
に
よ
つ
て
叢
し
《
編
趨
し
且
つ
慮
駄
総
畿
の
網
機
噂
篭
い
慮
で
ぽ
電
農
の
薔
魔
健
麟
愚
冨
鱗
噸
あ
斎
㊨
ζ
為
健
齢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

方
に
於
て
縮
宙
爵
治
靭
の
大
本
を
認
定
す
る
鰯
お
『
電
瀦
覇
に
醤
る
息
馨
鼻
鷺
亀
ー
遽
欝
．
露
聴
簿
験
あ
る
夢
櫨
議
憲
寧
建
辱
躍
蜘
番

1
・
5
讐
州
駄
府
ぷ
魯
市
騰
尉
し
て
悉
、
聴
鷺
の
浅
籍
を
塔
警
蓉
を
鰯
定
す
恐
閣
讐
喬
竃
讐
響
霧
聴
溺
窮
讐
覆
鴉

階
縁
を
設
け
て
岡
級
の
宿
陀
欝
し
て
霞
一
綾
爾
訣
の
欝
驚
を
一
襟
に
逡
薦
す
蓄
溺
麗
電
、
電
構
逡
郵
法
（
o
賢
幽
o
器
雌
静
叢
豊
漏
馨
）
麓
盈
ゆ

て
竃
薦
の
懇
裸
艶
鶴
き
し
め
て
ゐ
藩
溺
麗
電
（
o
覧
o
凝
回
塾
聾
鶏
逡
鄭
雛
鰐
）
慮
縫
ら
鰐
麗
し
轟
愚
鯛
魔
魯
o
饗
ゆ
舞
静
崎
臨
霞
爵
虫
窃
麗
）
鱒
㈱

ε
郭
並
び
行
は
轟
て
ゐ
る
の
電
魯
健
方
忙
於
℃
密
甲
綬
麟
懸
鵬
ゆ
《
電
竈
霧
藻
寮
甲
禽
『
獲
石
護
馴
岡
⑬
窩
O
認
謬
翫
岬
矯
慶
留
）
露
・
塾
褻
禽
獲
（
臨
嬬
倫
⑪
議
蒼
酬

鑑8

覧
躍
）
鷹
爽
罵
人
籔
（
島
馨
醤
釜
穣
量
鶴
）
〇
一
昌
大
灘
武
麟
行
纏
轟
℃
ゐ
§
麟
傭
幽
ら
康
で
ゐ
拳
o
本
鶴
纏
盛
辮
麟
緯
議
篇
ピ
《
爽

鰻
の
分
類
葱
鞭
し
て
蟻
・
編
瀬
醜
の
鰐
露
の
一
喪
麟
“
豊
鰭
み
電
す
篭
鷹
魏
黎
艦
ウ
鷲
鶴
ぽ
掩
亀
の
噂
毒
勘
。
灘
本
甕
震
纏
叢
霊
鮎
喝
喫
鍛
『
偽
・

P
置
塾
署
騨
響
＄
轟
鰯
講
の
馴
覧
魁
銭
聲
織
鍵
鑑
塾
冨
藁
欝
幾
駿
触
噛
疑
婁
轟
窪
璽
面
鴇
饗
饗
霧
鑑
晒
繋
攣
燭
載
緯
鐘
費

た
も
の
噂
あ
る
◎

　
　
　
潔
騰
轟
緬
”
濃
駕
蕊
解
欝
塾
窮
の
釜
蟻
緯
ウ
塾
℃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱
灘
輔



㈲
　
　
　
　
　
益
鑑
蓄
乏
磐
磨
分
饗
ウ
讐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱
蟹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圏

（
一
）
錆
蕊
の
彊
，
凄
醤
玄
露
窪
謬
お
薔
巷
く
碧
蓬
姦
孕
嚢
姦
不
可
肇
誓
ご
登

乍
ら
便
塞
量
に
極
く
盗
の
類
響
馨
菟
婁
、
先
づ
磐
形
釜
．
笹
く
し
話
み
霧
藷
の
癖
蔓
契
響

撃
農
蛋
雀
讐
饗
叢
轟
秀
仲
§
，
多
棒
貫
膏
董
守
し
蓋
る
、
マ
蓼
蓄
㌻
鑑
舞
の
爵
暴

て
籍
鯉
聾
藷
鵡
雲
彙
寛
轟
羅
制
（
豊
讐
彗
8
姦
幕
肇
蓉
し
蓋
る
・
建
ア
リ
ゾ
ナ
ヨ

多
才
ル
昌
ア
、
，
3
多
ド
ー
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
、
、
．
、
シ
ガ
ン
暫
象
多
、
長
｝
』
ネ
ζ
勇
も
昌
蓄
マ
《
気
イ
宅

多
ラ
蔑
茗
づ
、
ぺ
彰
多
7
手
、
、
峯
要
、
轟
タ
ー
、
ワ
シ
ン
｝
、
ウ
黄
夢
多
の
書
謹
碁
嚢

に
（
ザ
。
目
。
荏
）
自
主
市
制
規
定
を
入
れ
て
ゐ
る
．
故
に
多
少
と
も
一
範
舞
を
な
し
て
ゐ
る
◎
ア
イ
オ
グ
馬
カ
ン
サ
ス
も
マ
サ
チ
呂
竃

㌻
ツ
6
ラ
多
、
昌
f
メ
婁
・
昌
f
ジ
マ
て
ノ
善
書
ラ
‘
・
孟
。
ダ
晃
欝
義
書

ス
・
グ
3
〃
、
ザ
7
を
釜
ぎ
髪
に
籍
難
握
市
響
き
星
募
規
定
嚢
し
萎
毒
の

州
総
て
の
市
鼻
し
て
市
饗
戻
糞
2
裏
用
ず
ぺ
邊
緩
黄
．
へ
て
ゐ
る
謹
奎
の
轟
姦
し
秀
・
建

馨
護
の
市
籏
2
、
之
の
羅
貧
要
馨
蓄
る
崇
蓼
。
ア
ル
3
婁
・
孝
峯
ノ
3
イ
’
多
孝

－
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
，
ネ
ヴ
7
ダ
、
サ
裏
．
力
多
イ
ナ
、
リ
イ
オ
、
多
6
智
が
之
霧
2
、
講
で
塞
慕
蜜
空
の

馨
皇
へ
葦
．
更
昊
讐
養
儒
叢
楚
分
響
看
鐘
揮
の
鑑
露
藁
へ
て
盗
，
梨
嚢
・
・
ア
ラ
4
～

γ
デ
ィ
；
，
、
、
、
シ
シ
，
ピ
、
ベ
ン
シ
ル
ヴ
7
手
、
ワ
シ
ζ
糸
差
孕
る
．
覆
塁
部
・
鷺
轟
釜
2
象
蓼

馨
し
蓋
る
禦
薯
。
デ
ラ
ウ
昌
－
ア
，
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
塾
客
多
・
ヂ
習
ル
ヂ
ァ
㌧
茉
て
皇
ス
喜
募
昌
暴

嚢
あ
る
．
萎
ハ
州
と
市
饒
禁
る
翁
護
害
蚕
碧
拳
市
嚢
（
爵
量
琶
の
難
窪
票
磐
覆



側3）

せ
も
れ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
差
支
あ
る
ま
い
。
但
し
是
等
の
州
に
於
て
市
政
の
形
態
が
噸
番
非
進
歩
的
で
あ
る
か
否
か
は
溺
閥
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

（
以
岳
の
分
類
中
，
同
一
の
州
が
各
篭
別
個
の
範
奮
に
重
複
し
て
ゐ
る
の
は
市
の
階
級
に
よ
つ
て
其
の
法
則
に
差
逡
が
あ
る
鴛
で
あ
る
◎
）

（
二
）
憲
法
の
禁
止
事
項
　
四
十
八
州
中
四
十
州
の
憲
法
は
、
自
治
饅
を
設
立
せ
し
む
る
鍛
の
特
別
の
立
法
蚤
し
ぐ
は
興
の
市
制
の
修
駕

に
闘
す
る
立
法
を
禁
止
し
、
州
法
律
一
般
の
規
定
に
よ
る
設
立
を
要
求
し
、
或
は
囎
別
の
立
法
に
封
し
て
豫
防
規
定
を
な
し
て
ゐ
る
。

マ
ラ
チ
昌
ー
セ
，
ツ
」
屯
ン
タ
ナ
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
τ
一
ア
の
三
州
は
市
の
政
盟
に
關
し
て
住
民
の
嗣
意
を
必
要
と
す
る
嶽
濫
上
の
規
定

セ
欝
し
て
ゐ
お
。
淺
余
の
州
は
特
別
市
制
を
禁
止
し
て
は
ゐ
な
悟
が
、
其
の
う
ち
若
干
の
州
は
分
類
剛
度
と
幽
般
州
法
律
を
以
て
霧
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

律
し
て
ゐ
る
虎
が
あ
る
。
し
か
し
概
し
て
云
へ
ぱ
特
別
市
制
を
禁
止
し
て
ゐ
な
い
州
は
分
類
制
度
を
有
し
て
ゐ
な
》
。
但
し
之
に
も
鯛

外
ぶ
あ
軌
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
は
其
の
著
い
例
で
あ
る
o

（
三
）
人
口
に
よ
る
分
類
人
口
に
よ
る
分
類
の
墓
礎
は
州
に
よ
つ
て
各
為
相
逡
し
て
ゐ
る
。
カ
ネ
タ
テ
ィ
露
，
ト
奄
デ
ラ
ウ
孤
象
ア
、

ヂ
』
ル
ヂ
7
軸
メ
イ
ン
も
メ
リ
葛
ラ
ン
ド
、
呂
昌
1
●
ハ
ン
プ
シ
ア
、
ノ
ー
ス
9
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
ノ
置
ス
o
ダ
設
タ
、
審
レ
ゼ
ン
塾
観

ー
ド
●
ア
イ
ラ
ン
ド
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
．
テ
ネ
シ
ー
塾
テ
キ
サ
ス
，
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
、
ウ
禺
ス
塾
●
ヴ
γ
ヂ
縞
ア
に
於
て
は
晦
と

市
の
間
に
人
口
に
基
く
翼
別
の
規
定
な
く
、
ま
た
市
に
階
蔽
を
購
し
て
ゐ
な
魎
．
あ
る
州
に
於
て
ぱ
臼
塗
誰
の
設
立
に
つ
魑
で
の
最
少

限
鷹
の
人
口
婁
作
を
附
し
て
な
嶺
露
す
ら
あ
る
．
ア
9
ゾ
ナ
、
フ
ロ
リ
ダ
、
曜
リ
ノ
イ
、
盈
イ
夢
ア
ナ
、
マ
サ
チ
晶
碧
セ
，
ワ
魎
島
麟

1
●
タ
キ
シ
コ
、
轟
呂
1
●
ヨ
ー
ク
、
オ
ハ
イ
オ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
に
於
て
は
町
と
市
と
の
闘
に
は
人
醇
の
匿
劉
を
購
し
て
ゐ
る
が
市
羅
櫨

何
等
の
分
類
を
鐙
か
な
い
。
ま
た
ア
ル
ヵ
ン
サ
ス
、
コ
ロ
ラ
ド
、
ア
づ
ダ
ホ
、
皐
ブ
ラ
ス
カ
、
ザ
7
！
ヂ
跳
ア
の
籍
州
は
市
惹
輔
緩
二

級
に
旺
別
し
て
を
躯
、
イ
ン
デ
ィ
ァ
ナ
、
カ
ン
サ
ス
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
葛
、
ミ
．
不
ソ
タ
、
、
鰯
㌔
ス
蚕
墾
、
モ
ン
タ
ナ
、
ペ
ン
ゥ
ル
ダ
ヲ
錨
ア
態

サ
ウ
ス
●
ダ
”
タ
、
昌
箪
1
0
》
ア
ー
シ
ー
、
ワ
シ
ン
象
ン
も
ク
ヰ
ス
コ
ン
シ
γ
も
リ
イ
踏
ミ
ン
グ
嘘
三
畿
も
し
く
ぱ
典
以
上
に
分
類
し

　
　
　
　
　
豪
麟
麟
藷
州
湊
調
血
に
輪
晒
釜
盧
の
登
”
顕
鵜
つ
い
零
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
騰
蕊



（鰍）

　
　
　
　
　
黍
鰯
沓
皿
』
淵
濃
駕
上
に
於
る
瑠
⑳
、
戴
漿
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
隅
團

て
ゐ
る
o
尋
シ
ガ
ン
」
カ
リ
7
評
ル
笛
ア
、
ア
ラ
．
（
マ
の
三
州
癒
以
上
に
麗
し
て
ゐ
る
と
嚢
へ
る
o

　
次
に
市
と
し
て
認
■
め
ら
る
る
は
幾
何
の
人
口
あ
れ
ぱ
足
り
る
か
、
即
ち
最
少
限
度
の
、
人
”
に
闘
し
て
も
各
州
麗
々
で
あ
る
o
躍
ち
カ

ン
，
ス
に
於
て
は
二
千
人
、
ミ
シ
ガ
ン
に
於
て
は
三
千
人
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
一
萬
人
騒
ア
イ
ダ
癖
一
寓
五
予
人
⑳
如
麿
興
の
「
例
で
あ

『
る
々

（
四
）
市
長
市
會
制
　
弐
に
市
政
形
態
の
問
題
に
韓
す
れ
ぱ
先
づ
第
一
に
最
も
多
く
行
は
れ
て
ゐ
る
市
畏
市
禽
制
に
り
悟
て
各
州
の
聯
薇

を
選
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
o
此
の
制
度
は
米
國
に
行
は
れ
て
ゐ
る
市
政
の
三
大
形
式
中
も
つ
と
も
古
い
も
の
で
襲
ま
潅
各
州
の
漫

律
も
之
に
つ
恥
て
一
番
精
細
に
規
定
し
て
ゐ
る
◎
先
づ
市
長
の
地
位
で
あ
る
が
、
最
も
多
塾
縄
定
は
市
畳
は
市
會
を
司
禽
す
る
も
、
纂

鋲
同
貼
の
賜
合
の
み
投
票
を
行
ふ
と
凝
ふ
規
定
で
あ
る
o
ま
た
人
ロ
の
程
度
に
よ
っ
て
異
っ
掩
市
政
を
施
行
し
て
ゐ
る
塵
で
は
」
大
都

市
に
於
て
は
市
長
を
市
會
か
ら
切
順
し
て
所
鵬
る
権
力
分
立
を
強
調
し
て
ゐ
る
の
が
普
通
の
傾
向
燈
あ
る
。
大
低
の
州
は
市
優
に
否
認

権
璽
異
へ
て
ゐ
る
が
、
之
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
は
市
會
の
三
分
の
二
以
上
の
票
決
を
以
て
す
る
の
が
多
晒
⑫
ま
海
憎
般
の
原
則
と
し

宅
ぱ
小
都
市
の
市
憂
に
は
否
認
擢
を
認
め
な
い
o
箆
に
ア
リ
ゾ
ナ
、
昌
タ
ー
、
サ
ウ
ス
の
力
園
夢
イ
ナ
、
ヂ
纈
ル
ダ
ア
に
於
て
膿
市
長
の

否
凹
櫨
に
劃
す
る
州
法
の
規
定
が
な
い
o
小
都
市
の
市
長
に
否
認
権
を
異
へ
て
な
恥
理
曲
の
一
は
、
小
都
市
に
封
し
て
繧
委
員
壷
欄
を

規
定
し
て
ゐ
る
州
彊
多
い
こ
と
と
い
も
一
つ
は
小
都
市
に
於
て
は
市
長
は
市
愈
の
一
賛
で
あ
る
か
ら
否
認
構
を
幽
要
と
し
な
b
霧
で
あ

ら
う
◎
市
長
の
否
認
権
を
無
効
た
ら
し
む
る
に
必
嬰
な
察
数
の
割
合
が
人
ロ
の
程
度
に
ょ
つ
て
相
蓮
す
る
露
で
ぱ
人
目
の
少
験
都
宿
雁

ど

少
く
な
つ
て
ゐ
る
．
カ
9
フ
傘
ル
昌
ア
亀
箆
騨
ラ
ド
、
カ
ン
カ
ス
、
ミ
ス
ー
り
塾
ネ
ブ
ラ
ス
舞
の
如
き
添
之
の
倒
壁
あ
る
⑪
ま
海
大

多
数
の
州
ほ
歳
出
案
に
封
し
て
項
目
否
認
権
を
認
め
て
ゐ
る
●
概
し
て
云
へ
ば
、
大
都
市
に
な
る
腰
ど
市
憂
の
釜
認
擢
を
露
覗
し
て
ゐ

る
■



｛革櫛）

　
市
長
及
び
市
會
の
任
期
に
關
す
る
州
法
の
規
定
も
州
に
よ
り
て
甚
し
く
蓮
ふ
。
市
長
、
市
緯
と
も
任
期
を
二
年
と
す
る
も
の
二
十
響

州
↓
・
四
年
と
す
る
も
の
六
州
，
一
年
と
す
る
も
の
二
州
、
・
爾
者
の
任
甥
の
異
る
も
の
十
三
州
で
あ
つ
て
、
之
の
十
軍
州
の
う
ち
、
八
州

纏
市
畏
の
任
期
を
二
年
、
三
州
は
四
年
噛
あ
と
、
三
年
と
一
年
と
す
る
も
の
各
々
一
朔
づ
』
あ
る
。
ま
瀧
市
會
の
任
期
と
し
て
は
之
の

十
三
州
中
、
五
州
は
四
年
秘
■
三
州
は
二
年
、
』
淵
は
三
年
、
余
の
四
州
は
任
期
を
混
合
せ
し
め
て
ゐ
る
。

（
五
）
市
委
員
會
制
　
少
く
と
も
三
十
州
ね
市
の
全
部
も
し
く
ば
一
蔀
に
封
し
て
委
員
會
馴
の
操
周
に
闘
す
る
州
法
の
規
定
を
持
て
轟

る
汐
こ
ρ
う
男
或
州
は
自
主
市
制
に
よ
つ
て
も
或
は
州
法
の
規
定
に
よ
つ
て
も
，
何
れ
で
も
本
翻
慶
を
探
用
し
鶴
る
と
し
て
ゐ
る
。
又
、

ア
リ
ゾ
ナ
、
コ
豚
ラ
ド
、
慮
ツ
ガ
ン
、
ミ
ネ
ソ
ク
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
オ
レ
ゴ
ン
に
於
て
は
自
主
市
翻
㎜
の
下
に
於
で
探
用
し
得
る
も
の
と

絵
し
て
ゐ
ゐ
・
痩
余
の
州
に
於
て
は
概
し
て
特
別
市
制
に
よ
つ
て
探
胴
す
る
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
ま
た
一
群
の
市
羅
封
し
て
本
醜
度
を

張
潮
し
《
ゐ
る
州
も
あ
る
が
、
轡
般
は
自
由
逡
撫
に
喪
か
せ
て
ゐ
る
。
十
四
瑚
は
如
飼
な
る
市
に
封
し
て
も
本
覇
の
探
罵
を
許
し
て
ゐ

ゐ
部
、
あ
る
階
級
の
市
に
の
み
展
定
し
て
ゐ
る
塵
廼
は
其
の
階
級
鄭
人
四
千
人
の
市
ま
リ
ニ
十
寓
の
市
に
ま
で
及
ぶ
開
き
溺
あ
る
⑬
し

か
L
弐
塑
に
於
て
、
州
政
府
の
方
針
な
本
制
度
健
人
口
予
入
以
上
五
寓
人
以
下
の
都
布
忙
適
せ
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
櫟
で
あ
る
o

　
委
偶
の
数
は
一
般
に
市
長
を
含
み
三
人
も
し
く
は
五
人
で
あ
る
。
小
都
市
髭
封
し
宅
は
三
入
、
大
都
窟
に
於
て
は
五
人
と
曇
ふ
州
癬

多
激
で
あ
為
－
一
二
の
州
に
於
て
は
囚
人
或
は
七
人
と
し
て
ゐ
る
魔
も
あ
る
。
委
員
會
翻
を
探
用
す
る
露
で
ぱ
霧
長
は
市
民
の
濯
馨
に

漢
る
と
る
を
規
定
し
で
ゐ
る
州
が
二
＋
一
州
あ
る
－
之
に
反
し
て
委
員
の
五
蓬
に
よ
る
州
雌
五
州
あ
蓼
、
更
に
本
欄
鹿
羅
於
宅
捻
市
憂

の
規
定
の
持
た
な
塾
州
が
三
つ
あ
る
。
委
員
の
任
朗
に
つ
い
て
も
州
法
の
窺
定
絃
不
局
で
あ
る
o
約
孕
数
の
州
捻
霞
隼
踊
を
探
趨
し
七

ゐ
る
部
五
牛
、
六
年
．
三
年
、
二
年
の
場
合
危
嚢
見
せ
ら
ゐ
る
o

（
穴
）
市
支
配
入
制
　
全
」
部
あ
る
ひ
は
一
』
部
の
市
に
封
し
て
本
鶴
度
の
探
癩
を
許
し
て
ゐ
る
州
摂
二
十
バ
州
訪
る
o
本
髄
農
鵜
封
す
あ
鰯

　
　
　
　
　
濃
幽
轡
襯
整
瓢
窮
上
に
於
る
奮
あ
分
鋼
に
つ
炉
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
■
織
露



（1蛸

　
　
　
　
　
牽
．
盗
各
朔
法
制
上
霞
於
る
旛
あ
分
類
に
つ
艶
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
囲
穴

法
の
縄
定
を
有
『
て
ゐ
ン
州
の
う
ち
に
ぱ
又
．
自
主
市
劔
を
認
め
て
ゐ
る
淵
が
あ
る
か
ら
斯
る
州
に
於
て
は
、
ど
ち
ら
の
秀
法
艦
よ
つ

て
も
本
制
繊
を
探
用
す
る
ζ
と
が
出
來
る
。
市
制
選
揮
法
を
有
せ
ず
、
そ
の
た
め
自
主
市
制
の
下
に
於
て
探
鵬
し
編
る
州
雌
八
州
あ
る
。

人
“
の
多
少
耽
拘
ら
ナ
如
何
な
る
市
で
も
寧
制
慶
を
探
溺
し
程
る
と
し
て
ゐ
る
粥
が
十
五
燈
、
人
目
に
よ
つ
て
隈
定
し
罵
ゐ
る
州
で
も

典
の
人
口
腫
最
少
二
千
人
よ
り
最
大
十
五
寓
に
及
ん
で
ゐ
ゐ
。
但
し
一
定
の
階
級
の
市
に
の
み
本
制
慶
を
許
可
し
て
ゐ
る
州
よ
む
も
全

協
の
市
に
劃
し
て
許
可
し
て
ゐ
る
州
の
方
が
欺
が
多
恥
。

　
寵
酷
人
は
委
員
壷
あ
る
か
は
市
長
並
に
市
禽
に
よ
つ
て
蓬
任
せ
ら
る
喝
。
本
割
度
を
探
用
し
て
る
市
で
は
市
藻
健
大
鱈
庵
名
圓
上
の

慮
憂
で
あ
り
殆
．
ど
否
認
櫃
を
有
さ
な
い
－
本
欄
度
の
下
紀
於
て
は
寅
員
の
任
命
は
業
醜
人
鵬
婆
蛭
ら
れ
る
の
麟
普
覇
噂
あ
る
o
餅
し
竜

ア
ル
カ
ン
サ
ス
、
イ
リ
ノ
イ
、
オ
イ
オ
ワ
、
婁
タ
ナ
、
ノ
4
蒼
ダ
認
，
タ
、
罐
ハ
蜜
，
オ
、
サ
ウ
ス
・
ダ
盟
ク
、
穿
イ
ぞ
シ
グ
鴎
於
て

膝
腐
綾
…
璽
風
ρ
任
命
は
市
禽
あ
る
ひ
は
委
員
會
が
自
ら
當
つ
て
ゐ
る
。
支
醗
人
の
任
翻
は
そ
の
任
命
奢
の
意
憲
の
ま
ま
で
あ
る
の
が
普

叢
響
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌

　
〔
7
ラ
バ
ー
マ
州
》

　
分
類
人
口
百
弧
よ
の
二
干
入
迄
の
自
治
艘
を
町
と
し
（
静
。
尋
闘
）
二
千
人
以
上
を
市
（
露
馨
）
と
す
．
市
に
C
ク
ヲ
汎
＠
D
ク
ラ
翼
の
分

掴
遼
破
け
猶
之
の
囲
に
於
て
C
D
の
爾
ク
ラ
ス
の
協
を
殺
け
た
る
ぱ
偏
へ
に
委
員
會
制
の
規
定
を
癒
用
す
る
圏
的
に
よ
る
の
で
齢
る
）
人

喚
四
寓
（
以
缶
六
寓
毒
干
人
強
を
C
ク
ラ
ス
と
し
二
寓
四
干
人
以
上
四
萬
人
鰹
を
D
ク
ラ
ス
と
す
。

市
長
專
欄
換
艮
倫
鯉
し
く
隻
配
禽
薯
せ
ざ
究
お
癖
蟻
誇
規
餐
よ
つ
幕
長
審
欄
姦
る
。
人
異

千
人
を
超
ゆ
る
市
に
於
て
は
市
長
は
概
し
て
市
會
に
謹
席
を
有
せ
申
随
つ
て
設
票
櫨
な
し
。
六
千
人
以
下
の
市
鵜
於
で
纏
市
憂
は
事
暫



の
麟
曇
だ
畜
と
閲
時
に
捜
票
穫
を
有
す
噂
市
長
は
否
認
栖
を
有
し
之
を
無
勘
た
ら
し
む
る
に
は
市
會
の
三
分
2
6
票
決
を
鯵
要
と
す

る
●

　
，
棄
響
騒
轡
制
．
．
午
九
百
三
十
一
年
の
法
律
は
人
口
四
寓
人
以
上
六
萬
七
千
人
以
下
の
都
市
に
封
し
て
委
員
會
糊
を
探
用
す
べ
凄
を
規
定

し
彪
が
K
但
し
之
の
規
定
の
萢
用
を
受
く
る
も
の
ぱ
旨
9
藁
O
轡
o
藁
一
市
に
限
る
）
同
年
こ
の
法
律
を
改
露
し
て
適
朗
範
園
を
二
萬
四

干
入
以
上
四
寓
入
以
下
の
都
市
に
ま
で
翅
長
し
た
・
委
員
ば
三
人
と
し
翼
の
任
期
を
四
年
と
ず
。
甕
海
入
ロ
予
人
よ
め
囲
寓
人
逡
＠
都

市
愚
ぬ
露
躍
鵬
巌
探
用
し
て
差
支
な
“
。
但
し
其
の
場
合
は
委
員
の
任
期
を
三
年
と
す
る
。
猛
已
に
午
九
百
唖
一
年
に
於
で
人
錘
＋
寓
入

以
上
め
都
市
（
謀
昌
o
q
長
8
歯
市
）
に
封
し
て
は
本
制
度
の
探
罵
を
命
じ
鞄
の
都
窟
に
封
し
て
は
罰
段
の
規
定
な
塞
隈
め
本
鯛
度
の
探

用
懲
随
意
豊
し
た
博
泌
σ
場
合
に
於
て
は
全
市
民
人
ロ
の
三
パ
書
壱
ン
ト
以
上
の
署
名
を
持
て
る
講
願
と
重
謬
に
露
會
の
邊
孕
数
の
繋

成
を
必
要
と
す
る
o
委
員
禽
の
議
畏
を
市
長
と
し
．
委
員
會
こ
れ
を
選
幽
す
る
o

　
支
契
鋼
』
千
沈
蒼
二
十
七
年
に
通
遍
し
た
法
律
に
よ
つ
て
千
九
百
二
十
年
の
人
ロ
調
査
に
於
て
憎
萬
五
百
入
以
上
一
萬
五
千
人
以

下
の
人
賃
を
有
す
亀
市
は
支
配
人
鰯
を
探
薦
す
る
こ
と
添
拠
來
る
も
の
と
さ
れ
距
。
（
但
し
之
の
法
律
は
毘
。
壇
而
鐸
盈
、
市
以
下
三
市
に
適

用
せ
ち
お
る
の
み
で
あ
る
㊤
）
市
長
纏
霜
民
の
蓬
醜
に
か
玉
る
o

¢の

〔
ア
リ
ゾ
ぴ
州
〕

　
分
類
人
旦
ユ
千
人
以
上
の
町
ぱ
嶺
會
（
8
措
魯
・
8
蓉
経
）
を
蓬
繊
し
市
と
竃
る
こ
と
を
籍
。
但
し
躍
に
劉
す
る
人
認
の
議
大
醗
魔

は
な
い
。
人
ロ
三
干
五
百
人
を
超
ゆ
る
市
は
市
會
の
多
致
決
を
以
て
如
飼
激
る
寮
髄
を
も
探
罵
す
る
ζ
と
溝
欝
．
來
る
ゆ
併
し
之
に
嬢
最

も
競
く
行
は
れ
た
る
市
會
選
華
の
般
票
藪
の
二
十
五
パ
馨
セ
ン
｝
鱗
上
に
該
賞
す
る
署
名
を
麺
す
る
講
羅
を
幽
要
乏
す
る
晦
期
く
し
嘘

　
　
　
　
　
業
獺
沓
鰯
養
鰯
上
緯
襲
る
窃
の
分
簸
に
唆
い
窒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱
灘
宅



σ編》

　
　
　
　
　
崇
鱗
書
鋼
澹
鯛
嘉
騰
鱒
る
鷹
の
分
窺
に
つ
榊
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
麟
八

撫
溺
せ
も
れ
飽
る
市
憲
章
ぱ
知
霧
に
呈
出
蛭
ら
れ
知
事
ぱ
當
該
宙
憲
章
が
州
憲
法
叢
に
灘
律
に
畿
働
曹
ざ
る
ζ
鳶
を
鐙
明
す
る
必
纂
訪

り
o

　
市
喪
市
會
制
　
人
口
五
百
を
趨
ゆ
る
市
．
町
は
本
制
度
を
探
擢
し
て
差
支
な
い
。
但
し
秘
視
凝
資
旛
す
る
佳
昆
の
三
分
の
二
餓
上
の

署
名
あ
葛
傭
願
を
以
て
す
る
か
、
自
主
市
制
を
以
て
す
る
か
特
刷
市
髄
を
以
て
す
る
か
そ
の
い
づ
れ
で
も
よ
い
⑫
斯
く
任
意
に
本
鶴
度

を
麟
決
探
用
す
る
場
合
健
市
長
は
市
會
の
一
員
と
し
市
會
議
員
中
よ
O
亙
蓬
せ
ら
る
。
其
れ
以
外
の
市
鵬
於
て
は
市
罠
の
選
學
に
か
嵩

る
。
市
長
は
否
認
権
を
有
せ
す
。

　
委
員
會
制
｝
ゑ
口
三
千
五
百
人
を
超
ゆ
る
市
ぼ
本
制
度
を
探
層
す
る
こ
と
が
鵬
東
る
o

　
糞
畿
人
糊
　
右
に
岡
t
o

　
ハ
ア
ル
，
γ
，
ス
州
ロ

　
分
期
入
ロ
五
苧
人
以
上
を
凶
級
市
と
し
五
千
人
以
下
千
七
百
五
＋
人
迄
豊
薪
市
と
し
干
七
百
五
十
人
以
下
を
町
と
す
。

　
虜
長
市
會
制
　
曇
員
愈
鵬
も
し
く
は
支
配
人
制
を
探
用
せ
ざ
る
市
ま
海
ぱ
町
は
本
制
度
を
探
用
す
る
ζ
と
を
褐
。
一
綬
市
に
於
窓
は

・

構
藻
ぽ
箪
に
市
會
を
司
會
し
纂
救
同
殿
の
場
合
に
の
み
投
票
す
る
。
市
授
ば
否
認
櫨
を
有
し
罵
分
の
二
屠
上
の
累
数
を
以
て
す
る
に
非

ん
ぱ
之
を
無
効
と
ず
る
纂
を
得
な
恥
。
二
級
市
に
於
て
は
市
長
は
市
會
の
一
員
で
あ
り
、
又
，
町
幡
於
て
は
帝
會
駿
員
た
る
と
岡
時
に

鍾
憂
の
職
を
行
ふ
●

　
委
員
奮
制
人
口
噌
寓
八
干
よ
り
四
寓
に
至
る
市
は
市
民
投
票
に
よ
つ
て
本
制
度
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
昏
常
長
及
び
委
員
二

名
壱
し
任
期
は
四
際
で
あ
る
◎
市
畏
は
市
民
の
選
學
に
よ
る
噂



　
支
配
人
制
　
人
ロ
ニ
千
五
百
よ
り
兀
寓
に
至
る
市
ぱ
市
民
投
票
に
よ
砂
支
配
人
法
砂
規
定
を
採
用
す
る
こ
と
が
邸
廉
る
，
之
．
の
規
完

は
最
も
近
く
行
は
れ
た
る
市
長
濯
墨
の
有
撚
者
の
二
十
五
パ
薯
セ
ソ
ト
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
を
必
要
と
す
る
。
ζ
⑳
場
合
は
画
奪
の

任
朔
を
有
す
る
七
人
の
委
員
（
島
㎏
魯
8
誘
）
を
置
き
市
長
を
置
か
な
い
。
人
目
八
千
百
人
よ
砂
九
千
人
に
至
る
市
は
市
畏
叢
び
に
萎
員

（
0
9
巨
匪
Q
馨
鴇
）
囚
名
と
し
、
二
千
五
百
よ
砂
三
千
に
至
る
市
は
市
畏
及
ぴ
委
員
三
名
と
す
る
。
ま
た
人
鐸
五
萬
を
趨
ゆ
る
粛
ぱ
直
主

市
制
に
よ
り
本
制
度
を
探
用
す
る
事
が
出
來
る
o

　
〔
カ
リ
フ
ォ
ル
昌
ア
州
〕

　
分
類
市
に
二
大
別
が
あ
る
。
即
ち
特
別
市
鵠
に
よ
つ
て
存
在
す
る
も
の
と
千
八
百
八
十
三
年
に
翻
定
萱
ら
れ
海
命
露
農
葛
議
薯
鍔

一
℃
毘
O
o
趨
o
墨
窪
O
儲
》
含
の
規
定
に
從
つ
て
設
立
せ
ら
れ
た
も
の
と
の
二
種
で
あ
る
◎
之
の
法
律
纏
人
認
罰
に
分
類
艦
る
露
鵜
霧
し
で
．

劃
一
的
な
市
制
を
規
定
せ
ん
と
す
る
目
的
を
も
て
る
も
の
で
あ
つ
た
。
六
階
綾
の
市
を
規
定
し
て
ゐ
る
が
醗
鹿
こ
の
法
律
の
下
に
設
立

せ
ら
れ
た
市
は
五
級
市
並
に
六
級
市
の
二
種
起
遇
ぎ
な
鱗
o

　
市
長
市
禽
制
　
蜜
昌
目
鼠
冨
一
9
巷
o
冨
曹
霧
＞
9
に
ょ
夢
て
成
立
せ
る
市
賦
委
員
會
翻
も
し
く
は
支
醗
人
鵠
を
探
罵
せ
ぎ
る
鰻
勢
本

制
度
を
探
用
す
る
こ
と
を
規
定
せ
ら
る
。
五
蔽
市
並
に
六
蔽
市
に
於
て
は
市
長
嫁
翠
忙
市
會
の
麟
長
海
る
に
止
穆
窟
愈
の
選
鶴
す
る
慶
、

で
あ
る
o
ま
た
特
別
市
制
に
ょ
つ
て
成
立
せ
る
宙
ぱ
如
何
潅
る
市
翻
を
探
る
も
自
由
で
あ
る
o

（離9）

〔
欝
ロ
ラ
パ
州
U

分
類
　
人
ロ
幽
萬
五
千
以
上
を
一
級
市
と
し
二
子
以
上
一
寓
五
千
ま
で
を
二
毅
市
と
す
る
．
入
碧
二
予
鱗
上
の
市
陰
癩
侮
激
愚
霧
黎

　
　
　
　
婁
躍
麟
轟
榊
醐
四
輪
瞬
鯛
レ
一
艦
皿
於
る
雷
甲
の
轟
澱
擬
艦
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
露
【
腕
｝『



くm）

　
　
　
　
　
豪
闘
各
携
湊
燗
上
に
於
轟
禰
O
分
嬢
に
つ
い
℃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
竃
◎

を
規
定
し
て
も
差
支
な
い
自
主
市
制
を
探
用
す
る
ζ
と
が
出
來
る
o
こ
の
場
合
こ
の
市
制
を
線
選
畢
に
が
け
ん
と
す
．
鱒
ぱ
知
事
逡
愚
尋

機
者
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
特
別
の
市
民
投
票
に
か
け
ん
と
す
れ
ぱ
詞
十
。
ハ
ー
セ
ン
ト
の
署
名
あ
る
請
願
を
必
要
と
し
、
市
憲
潔
起
車
會

鐵
を
召
集
し
て
市
憲
章
を
起
草
す
る
●

　
市
長
市
愈
棚
自
主
宙
制
を
採
用
せ
ざ
る
市
は
本
制
度
の
探
用
を
規
定
せ
ら
る
。
一
級
市
幡
訪
つ
て
は
市
憂
は
市
會
を
司
會
し
察
数

同
融
の
場
合
は
投
票
を
行
ふ
。
但
し
麗
費
に
關
係
あ
る
職
案
陀
封
し
て
ぱ
之
の
限
に
あ
ら
塵
。
否
聡
構
を
有
す
．
市
長
の
否
認
轍
を
蕪

効
た
ら
し
む
ゐ
に
は
四
分
の
三
以
上
の
段
票
を
必
要
と
す
る
。
二
級
市
に
あ
つ
て
は
市
長
は
市
禽
を
司
會
ず
る
と
同
時
に
市
理
事
奢
の

任
命
に
開
し
て
は
投
察
権
が
あ
る
。
粟
数
同
鐵
の
場
合
に
投
票
を
行
ふ
こ
と
と
，
否
認
穂
を
有
す
る
ζ
と
は
一
級
市
と
同
じ
で
あ
る
が
恥

こ
の
否
認
権
は
三
分
の
二
以
上
の
投
票
に
よ
つ
て
無
効
と
な
る
。

　
委
員
會
制
．
支
配
人
制
　
人
口
二
千
を
超
ゆ
る
市
は
自
主
市
制
に
随
つ
て
委
長
會
制
・
支
配
人
制
い
づ
れ
も
探
用
し
得
苓
調
，
露
醗
沢
制

を
探
用
し
て
ゐ
る
も
の
五
市
、
委
員
奮
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
も
の
三
市
あ
り
。
，

　
〔
カ
ネ
ク
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
〕

　
分
類
　
自
治
禮
に
關
し
て
何
等
の
分
類
な
く
市
に
關
す
る
州
法
は
な
い
。
故
に
市
は
特
別
市
制
に
よ
つ
て
市
敷
を
蓮
用
す
る
。
曾
て

は
“
種
の
自
主
市
制
が
あ
つ
た
が
子
九
百
廿
九
年
に
鹿
棄
せ
ら
れ
た
。
今
9
行
ぱ
れ
て
ゐ
る
手
綾
蜜
は
州
議
會
が
欝
溺
の
法
律
と
し
電

市
憲
章
を
起
車
し
市
民
投
察
に
か
け
た
る
後
効
力
を
褒
生
す
る
の
が
普
遽
で
あ
る
。

市
長
市
會
制
市
長
は
一
般
挺
票
敏
同
貼
の
場
合
の
み
投
察
を
行
ふ
o
香
認
櫃
を
有
す
る
雌
市
禽
の
箪
な
る
多
数
決
に
よ
つ
て
無
勧

と
な
る
。
本
制
度
を
探
用
し
て
ゐ
る
市
の
行
政
各
部
門
廷
庸
蔓
に
よ
つ
て
任
命
せ
ら
れ
る
憲
胤
梶
よ
つ
て
管
理
せ
ら
る
る
を
捲
愚
す
．



　
〔
デ
ラ
ウ
呂
ー
ア
州
〕

市
部
雰
禦
垂
各
鑛
煽
し
蔚
諺
展
的
な
毅
窺
定
窪
い
。
窪
州
蓼
の
醤
の
鍵
逢
2
裏
章

雫
附
苫
砦
・
を
る
市
肇
の
攣
髭
來
修
琴
ら
墾
來
豪
そ
の
屡
畜
肇
巷
髪
も
窓
藷
糞
化
託

て
ゐ
な
い
。
此
の
州
に
於
て
市
は
望
一
箋
程
。
畠
蔓
以
下
五
市
あ
る
の
み
で
そ
の
中
≦
冒
籔
磯
鯨
9
の
為
が
入
目
覧
干
以
上
を
有
す
る

に
邊
ぎ
な
い
o

〔
フ
ロ
リ
ダ
州
〕

分
類
　
有
権
者
三
百
名
以
上
の
登
録
あ
る
と
こ
ろ
を
市
と
し
其
以
下
を
町
と
す
。
市
に
分
類
は
な
い
。
千
九
百
滞
四
隼
の
州
鶴
會
ぱ

州
憲
法
の
改
正
を
行
ひ
劃
一
的
市
制
を
規
定
す
る
橿
限
を
取
得
し
距
撃
本
州
の
都
市
聯
盟
ぱ
千
九
百
慨
五
隼
の
州
議
愈
艦
血
申
し
｛
ニ

ケ
年
間
い
か
な
る
綴
度
を
も
探
用
せ
ざ
る
ぺ
凌
を
要
求
し
た
。
現
今
行
は
れ
て
ゐ
る
市
憲
翠
は
特
別
潅
る
州
鑑
會
の
議
決
を
経
て
下
購

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
市
民
授
票
に
階
す
場
合
と
附
せ
ざ
る
場
合
と
あ
る
。

　
市
長
市
禽
制
　
す
で
に
各
市
の
市
憲
章
は
州
議
會
の
個
々
の
謹
決
に
よ
つ
て
賦
興
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
か
ら
市
畏
の
麗
任
方
法
そ
の

権
限
は
市
に
よ
つ
て
各
舟
相
逡
す
る
。
市
民
の
直
接
選
學
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
市
愈
に
よ
砂
議
員
中
よ
翰
濯
出
せ
ら
る
る
場
ム
幽

も
あ
る
ロ

　
委
員
禽
嘱
・
支
配
入
制
　
本
劉
度
に
爾
す
る
州
法
の
一
般
的
規
定
も
自
主
市
鵜
の
規
定
も
な
恥
、
然
共
，
今
露
，
特
麗
欝
鯛
に
窺
つ
て

委
員
禽
制
或
は
支
配
人
繍
を
探
る
も
の
相
當
多
鍛
あ
診
。

05墨）

牽
國
沓
州
淺
麟
上
に
於
る
癒
の
分
観
に
つ
恥
て

凶
蕊
ゆ



醐
　
　
　
　
　
崇
「
國
」
費
辮
”
浅
棚
刷
士
に
於
る
電
｝
の
分
類
に
ウ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二

　
〔
ヂ
ヨ
ル
ヂ
ィ
ヤ
州
〕

　
市
に
分
類
な
し
。
市
は
州
議
會
の
特
溺
の
議
決
に
ょ
つ
て
市
憲
章
を
下
附
せ
ら
れ
る
。
そ
の
探
周
に
営
つ
て
市
民
投
票
に
付
す
と
ζ

ろ
と
罵
せ
ざ
る
と
こ
ろ
と
あ
る
。
市
憲
章
に
は
如
何
な
る
市
制
を
規
定
す
る
も
差
支
な
い
。
人
ロ
五
萬
以
下
の
市
に
於
て
帝
憲
章
を
慶

棄
も
し
く
は
修
正
せ
ん
と
す
る
時
は
市
民
投
票
に
か
け
る
必
要
が
あ
る
。
支
配
人
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
十
五
市
あ
る
雌
市
長

市
會
制
が
普
通
で
あ
る
。
市
長
は
否
認
幟
を
有
し
て
ゐ
る
が
、
授
票
穰
は
票
数
同
鐵
の
場
合
腱
か
ぎ
ゆ
行
使
せ
ら
る
o

　
〔
ア
イ
ダ
ホ
州
〕

　
分
類
　
人
口
一
寓
五
千
以
上
を
一
級
市
と
し
千
人
以
上
一
萬
五
千
人
襲
で
を
二
級
市
と
す
る
。

　
市
長
市
禽
制
　
一
級
市
に
し
て
委
員
會
制
も
し
く
は
支
配
人
制
を
探
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
は
本
綱
度
の
採
瑠
が
規
楚
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
o

市
長
は
市
會
の
議
員
に
あ
ら
ナ
、
投
票
は
禦
数
同
顯
の
時
の
み
に
行
ふ
。
否
認
櫃
を
有
し
之
を
無
勅
た
ら
し
む
る
に
は
竃
分
の
二
以
上

の
投
禦
を
必
要
と
す
る
●

　
委
員
會
制
人
口
二
千
五
百
を
超
ゆ
る
市
に
於
て
は
委
員
法
の
規
定
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
之
の
場
合
は
最
も
遍
く
行
は
れ

た
る
選
暴
の
有
櫃
者
の
廿
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
署
名
あ
る
請
願
と
市
民
投
票
と
を
必
要
と
す
る
。
又
は
特
別
市
制
を
以
て
探
用
す
る
。
市

長
は
市
民
逡
暴
と
す
o

　
支
配
人
制
　
人
口
二
千
五
百
を
超
ゆ
る
市
に
於
て
は
委
員
會
制
採
用
と
同
じ
手
絞
を
以
て
本
制
慶
の
縄
定
を
探
熔
す
る
事
が
鐵
來

る
o



　
〔
イ
リ
ノ
イ
州
〕

　
分
類
　
人
旨
千
入
を
超
ゆ
る
自
治
胆
は
市
と
な
る
こ
と
が
出
來
る
。
（
但
し
之
の
州
に
於
て
は
市
鑑
ぐ
町
邑
解
恥
。
村
紳
。
竃
昌
は
人

口
の
多
寡
に
よ
つ
て
分
類
せ
ら
れ
て
ゐ
る
課
で
は
な
い
。
．
故
に
人
ロ
六
萬
四
干
を
有
す
る
O
辞
鴨
鴛
押
の
如
琶
は
依
然
と
し
て
町
欄

を
探
つ
て
ゐ
る
）

　
市
長
市
會
制
市
制
を
と
れ
る
と
こ
ろ
で
は
市
長
市
會
制
の
規
定
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
楽
る
。
市
長
は
憲
禽
を
司
禽
し
票
数
局
顯
。

の
場
合
の
み
投
察
を
行
ふ
、
否
認
櫨
を
有
し
之
を
無
劫
た
ら
し
む
る
に
は
三
分
の
二
以
上
の
投
票
を
必
要
と
す
る
。
甫
長
の
髄
期
ぱ
二

年
と
す
る
o

　
委
員
會
制
　
人
口
廿
寓
以
下
の
市
に
於
て
は
本
制
度
の
規
定
を
探
用
す
る
こ
と
が
幽
來
る
。
市
長
機
か
委
員
圏
名
と
す
。
之
の
場
含

は
有
嬢
者
の
十
分
の
一
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
を
倹
つ
て
市
民
授
票
に
か
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
支
配
人
制
人
口
五
千
以
下
の
市
は
支
配
人
制
の
規
定
を
探
用
す
る
こ
と
を
樽
。

（鏑8）

　
〔
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
〕

　
分
類
　
人
口
三
千
人
以
上
を
市
と
し
其
以
下
を
町
と
す
、
廿
五
寓
以
上
一
級
市
、
三
篤
壼
干
以
上
懸
覧
擁
鋸
下
二
籔
窟
、
二
寓
麟
上

三
寓
五
千
以
下
三
級
市
、
一
寓
以
上
二
寓
以
下
四
級
市
、
三
千
以
上
一
萬
以
下
を
五
級
市
と
す
。

　
市
長
市
會
制
　
縫
て
の
市
は
本
割
度
を
探
用
す
る
こ
と
を
規
定
せ
ら
る
。
一
蔽
市
及
ぴ
二
綬
毒
に
於
て
は
謡
長
は
議
員
中
よ
鯵
躍
鐵

せ
ら
れ
市
長
に
は
投
藁
権
な
し
o
之
に
反
し
て
三
、
四
、
五
蔽
の
市
紅
於
て
は
市
長
ぱ
議
長
の
駿
を
行
ひ
票
藪
詞
鐵
の
時
は
鍵
粟
を
行

ふ
．
市
長
は
否
認
籔
を
有
し
之
を
無
筋
た
ら
し
む
る
に
は
三
分
の
二
以
上
の
般
票
を
必
要
と
す
る
。

　
　
　
　
　
牽
耀
各
彊
湊
駕
上
に
於
る
霧
の
分
籔
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薗
竃
麗



㈹
　
　
　
　
牽
鍾
書
弼
湊
鯛
上
に
矯
る
窃
の
分
類
に
つ
い
て

婁
鋳
會
制
本
制
度
に
封
す
る
規
定
な
し
◎

重
配
人
制
　
本
割
度
に
封
す
る
規
定
な
し
o

幽
置
囲

　
〔
ア
イ
オ
ア
州
〕

　
分
類
　
人
ロ
ニ
千
以
上
を
市
と
し
以
下
を
町
と
す
〇
二
千
以
上
一
罵
五
千
以
下
を
二
級
市
と
し
醐
寓
誠
予
以
上
を
一
級
市
と
す
る
⑨

　
市
長
市
會
制
州
法
に
ょ
つ
て
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
雁
か
特
別
市
制
に
よ
つ
て
探
用
し
て
ゐ
る
と
こ
ゑ
害
あ
ゆ
o
市
長
ぱ
市
會
を

司
會
し
票
敏
同
黙
の
場
合
に
か
ぎ
り
投
票
す
る
。
否
認
櫨
を
有
し
三
分
の
二
以
上
の
投
票
を
以
て
す
る
に
葬
ん
ぱ
之
を
無
勅
と
す
る
を

得
な
い
o

　
委
員
脅
制
市
は
有
権
者
の
廿
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
豊
に
之
に
闘
す
る
特
別
の
選
羅
を
以
て
本
制
度
に
關
す
る
州

法
の
規
定
を
探
用
す
る
事
が
出
來
る
〇
二
萬
五
千
以
上
の
市
に
於
て
は
市
長
雁
か
委
員
四
名
と
し
二
千
以
上
鴛
寓
五
千
以
下
の
窟
に
於

て
は
市
長
ほ
か
委
員
二
名
と
す
。

　
支
配
人
制
市
は
有
権
者
の
廿
五
。
（
驚
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
に
つ
讐
い
て
市
民
毅
票
忙
か
抄
た
る
上
こ
の
靭
度
に
闘
す
る

州
蟄
、
の
規
定
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
o
猶
，
人
ロ
ニ
寓
五
千
以
下
の
市
に
し
て
委
員
會
制
を
探
罵
し
電
ゐ
な
塾
と
こ
ろ
で
ぱ
市
條

例
に
よ
つ
て
本
制
慶
を
探
用
す
る
こ
と
を
得
o
市
長
ば
市
會
に
よ
り
市
會
議
員
中
よ
砂
選
出
せ
ら
る
る
o

〔
カ
ソ
サ
ス
州
〕

分
類
　
人
9
一
萬
五
千
以
上
を
一
級
市
と
し
、
二
予
以
上
一
萬
五
千
以
下
を
二
級
市
と
し
二
千
以
下
を
三
級
市
と
す
る
噂
市
は
成
立



と
認
旨
動
曽
市
長
審
制
裏
孕
桑
、
碁
錘
蓋
會
嗣
も
し
く
蔓
契
欄
藻
溺
し
て
菱
毯
。

　
市
長
市
愈
制
　
市
長
は
議
長
の
職
を
行
ひ
票
救
同
蹟
の
場
合
の
み
授
票
す
る
。
否
認
擢
を
有
す
、
宿
憂
の
否
認
描
を
無
勘
た
ら
し
む

る
爲
に
は
“
級
市
に
あ
つ
て
ぱ
四
分
の
一
『
そ
の
醸
か
の
市
に
あ
つ
て
は
三
分
の
二
以
上
の
投
票
を
必
要
と
す
る
．

　
委
貴
愈
制
市
は
市
民
稟
投
に
よ
つ
て
本
制
度
を
探
用
す
る
ヒ
と
渉
出
楽
る
。

　
支
配
人
制
　
委
員
會
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
市
は
市
民
授
票
に
よ
つ
て
州
法
の
規
定
す
る
本
鋼
度
を
探
用
す
る
ご
と
を
碍
。
襲
た
二
綾

市
及
び
三
級
市
に
し
て
市
長
市
會
制
を
採
用
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
は
市
民
投
票
に
よ
つ
て
市
條
弼
を
以
｛
支
醗
人
の
任
命
を
規
定
す
る

遣
と
が
出
來
る
．
但
し
之
の
場
合
は
市
長
市
會
制
の
他
の
本
質
は
之
を
保
持
す
る
を
必
要
と
す
る
。

（f55）

　〔ケン

ク
ッ
キ
㍉
州
ロ

　
分
類
　
人
ロ
十
寓
以
上
一
級
市
、
二
寓
以
上
十
寓
以
下
二
級
市
、
八
千
以
上
二
寓
以
下
三
蔽
市
、
三
干
以
上
八
予
以
下
鰹
級
寮
、
一

千
以
上
三
千
以
下
充
級
市
一
千
以
下
六
級
市
の
六
級
と
す
る
。
如
何
な
る
市
も
州
議
愈
の
議
決
に
よ
ら
タ
ん
ぱ
そ
⑳
緩
を
か
へ
愚
を
樽

な
い
。
其
の
偶
め
人
ロ
と
階
級
の
一
致
し
な
い
市
瀞
多
敷
存
在
す
る
⑫

『
市
長
市
禽
制
　
次
項
に
記
す
委
員
會
制
も
し
く
餓
支
醗
人
翻
を
探
嬬
す
る
場
合
を
除
鷺
纏
て
の
窟
眩
本
麟
魔
を
搬
驚
す
る
こ
と
を
規

定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
一
級
市
及
ぴ
二
級
市
に
於
て
は
市
長
は
市
會
の
一
昌
に
罪
ざ
れ
ど
も
三
、
露
も
亘
綾
の
市
羅
於
て
ぱ
甫
禽
を
灘
愈

し
票
数
同
黙
の
場
合
ば
投
票
を
行
ふ
。
一
級
市
よ
り
四
級
市
ま
で
の
市
に
於
て
ぱ
市
長
は
否
誕
羅
を
有
し
之
を
無
勧
驚
ら
し
む
る
麗
ぱ

三
分
の
二
以
上
の
授
票
を
必
要
と
す
る
o

委
員
奮
制
蓑
市
を
塾
讐
窪
市
民
捜
票
に
よ
つ
采
欄
度
を
探
學
嚢
と
奮
奮
・
市
長
幕
鐘
華
毒
．
但
し

　
　
　
　
　
牽
國
各
州
法
欄
上
に
於
る
市
の
分
戴
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齢
灘
置



α憲の

　
　
　
　
　
米
國
告
甥
鴻
調
上
に
於
る
御
の
分
類
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓋
六

五
級
市
、
六
級
市
に
於
て
は
委
員
の
互
選
と
す
る
o

支
配
人
制
　
二
級
市
及
び
四
級
市
は
本
制
度
に
關
す
る
州
法
の
規
定
を
探
用
す
る
と
と
を
総
。
市
長
は
市
民
蓬
畢
と
す
る
。

　
〔
ル
イ
夢
ア
ナ
州
〕

　
分
類
　
人
ロ
五
千
人
以
上
を
市
と
し
千
人
よ
吟
五
千
人
遙
を
町
（
8
司
昌
）
と
し
百
五
十
人
よ
め
千
人
遙
を
村
（
轟
蜜
鵯
）
と
す

　
市
長
市
會
制
　
乞
o
毛
O
昌
3
塁
市
及
び
人
ロ
七
千
五
百
以
上
の
市
に
し
て
委
員
會
制
あ
る
ひ
は
史
醗
人
剣
を
施
行
し
て
ゐ
る
市
を

除
き
纏
て
の
市
は
巴
身
蒼
甘
覧
彗
を
探
用
す
。
市
長
は
市
民
の
選
學
に
か
か
の
凡
ゆ
る
禽
議
を
司
會
し
、
票
数
岡
霧
δ
際
は
投
票
を

行
ひ
又
否
認
権
を
有
す
o
市
長
市
會
制
を
探
用
せ
ん
と
す
る
時
ば
二
十
五
人
以
上
の
不
動
産
禽
曲
保
有
唐
の
講
麟
あ
る
後
、
．
市
罠
投
票

κ
か
け
て
決
定
す
る
o

　
委
員
會
制
乞
o
司
O
魑
書
Ω
市
を
除
壷
人
ロ
七
千
五
百
以
上
の
市
は
有
櫨
者
の
二
＋
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
署
名
あ
る
請
願
爬
つ
い

て
特
別
の
選
學
を
行
へ
ば
本
制
度
を
探
用
す
る
事
が
出
來
る
。
（
乞
睾
O
昌
窪
鴇
市
ば
特
別
市
制
を
以
て
本
制
度
を
施
行
し
て
ゐ
る
）
人

口
二
寓
五
千
ま
で
は
市
長
ほ
か
委
員
二
名
と
す
o
歪
た
人
ロ
五
千
以
上
の
市
に
し
て
市
民
授
票
を
以
《
す
る
時
賦
本
創
度
に
闘
す
る
州
喰

法
の
規
定
を
探
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
o
之
の
場
合
は
委
員
五
名
と
し
藁
の
任
期
は
四
年
で
あ
る
。

　
支
配
人
制
　
本
制
度
を
採
用
せ
ん
と
す
る
に
は
最
も
近
く
行
は
れ
た
る
市
長
選
學
に
際
し
て
投
票
せ
ら
れ
た
る
票
数
の
三
分
の
一
以

上
の
署
名
あ
る
請
願
を
必
要
と
す
る
。
支
配
人
は
市
民
の
投
票
に
よ
り
解
職
（
寄
β
嵩
）
せ
ら
る
る
も
の
と
す
㊥

〔
メ
イ
ッ
州
）



　
分
類
　
人
口
に
よ
る
市
の
分
類
な
し
．
市
憲
章
は
州
議
會
の
議
決
に
よ
り
て
賦
與
せ
ら
る
る
け
れ
ど
も
之
の
實
藷
に
先
ち
て
市
昆
選

華
に
か
け
る
を
晋
遍
と
す
る
。
九
の
市
は
市
長
の
ほ
か
一
院
制
の
市
會
（
げ
8
包
9
包
島
、
樽
。
鐸
）
を
有
す
る
が
＞
躍
窄
伽
呼
勉
鵯
鱒
恥
費

認盈・ho

葺
箋
暮
◎
琵
・
の
四
市
の
市
會
は
二
院
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
。

　
市
長
市
禽
制
・
市
長
の
権
限
に
關
す
る
規
定
は
市
に
よ
つ
て
著
し
く
相
蓮
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ぱ
》
躍
騎
嵩
ロ
縛
拶
市
は
爾
院
闇
の
市
禽
を

探
用
し
て
ゐ
る
が
任
命
権
は
市
長
に
あ
る
。
他
の
市
に
於
て
は
概
し
て
任
命
権
は
市
會
市
長
爾
者
に
よ
つ
て
共
岡
に
行
使
せ
ら
れ
て
ゐ

る
。
支
配
人
制
を
探
用
し
て
ゐ
る
市
を
除
き
市
長
は
否
認
権
を
有
す
。

　
支
配
入
制
　
本
制
産
を
探
用
せ
ん
と
す
る
市
は
州
議
禽
よ
り
特
別
市
蘭
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
慮
憲
章
は
市
民
投
票
に
か

サ
ら
れ
る
。

　
〔
虜
り
ー
ラ
ン
ド
州
口

市
に
分
類
た
く
又
、
市
鋼
の
蓬
縁
に
開
す
る
何
等
の
規
定
解
な
恥
と
岡
時
に
、
町
と
市
と
の
闇
に
も
翼
別
激
く
興
の
成
立
に
つ
魎
て

も

何
辱
の
人
日
要
件
な
し
．
凡
て
州
議
會
の
賦
興
す
る
特
訓
市
闘
に
依
る
。
但
し
頃
鐘
置
。
吋
。
窃
の
券
は
完
垂
な
る
自
主
市
鋼
を
享
有

し
て
ゐ
葛
．
参
数
の
小
都
市
は
謹
露
O
臼
撞
と
8
§
鳳
9
5
蓉
冨
凶
象
鐸
恥
を
有
し
市
長
並
に
市
會
を
有
す
る
も
の
は
少
㎞
。
O
鍵
諺
擢
遡
蟹
鶏

密
と
日
裡
畠
静
饗
O
唾
市
の
二
市
の
み
は
委
員
禽
髄
を
施
行
し
て
ゐ
る
。
支
配
人
鵜
を
採
用
し
て
ゐ
る
窃
は
皆
無
脅
あ
る
。

働
h
ヤ
サ
チ
昌
書
セ
，
ツ
州
口

分
類
市
・
町
の
別
は
あ
る
が
斎
羅
．
階
級
纏
駿
。
人
豆
誘
五
千
以
上
の
町
陰
住
民
の
．
幾
禦
に
よ
鯵
弗
繋
謬
麟
快
を
畿
薦
ぽ
窃

　
　
　
　
牽
鶴
衡
州
濃
儲
上
鵜
於
愚
市
の
分
嶽
に
つ
験
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
冤
七



㈱
　
　
　
　
　
米
厩
唇
州
浅
翻
上
龍
於
る
慮
φ
分
蝋
駕
，
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
置
凡

と
掴
蚤
ヒ
受
添
出
來
る
。
市
は
切
鵠
紳
β
市
を
除
く
ほ
か
市
民
投
累
に
よ
つ
て
左
肥
の
諸
制
凌
の
輔
を
探
鰯
す
る
こ
と
黙
幽
來
愚
。

　
布
長
市
曾
制
：
本
制
度
に
五
型
（
彊
力
市
長
型
。
。
貫
畠
磯
鶴
電
亀
℃
冨
留
）
と
B
型
（
徴
力
市
畏
型
零
窪
脚
駆
麟
欄
蔑
覧
弩
）
の
二
種
潜
あ

る
。
共
に
市
長
は
市
會
の
旧
員
に
非
ウ
、
ま
た
否
認
繧
を
有
し
て
ゐ
る
。
之
の
否
認
鞭
に
野
抗
す
為
爲
鶴
は
鰻
分
の
二
以
上
の
投
稟
を

要
す
る
こ
と
爾
者
同
じ
っ
但
し
任
命
櫨
に
關
し
曜
絵
爾
者
に
著
し
い
相
遠
演
あ
る
。

　
委
員
會
制
、
萎
員
倉
は
翌
名
の
黍
風
を
以
て
構
成
し
、
其
の
任
期
は
二
葬
と
す
。
市
長
邊
⑳
婁
員
會
⑳
一
員
脅
あ
つ
て
も
特
に
行

政
萎
長
と
し
て
抱
名
せ
ら
れ
る
o

　
塞
配
A
観
制
　
こ
の
州
艦
㎞
於
ゐ
本
翻
剛
度
は
支
配
・
人
掘
脚
の
標
藏
〒
型
で
わ
る
。
…
即
ち
市
愈
㎝
は
市
畏
と
も
五
人
⑳
麟
｝
趨
隅
に
義
塑
て
鵬
”
酸
『
曹
ら
れ

一
皐
歳
は
↑
輔
年
毎
に
釜
都
改
逡
せ
ら
れ
る
。
市
憂
纏
市
會
に
議
席
を
有
し
授
票
権
ぱ
あ
る
が
香
翻
繍
皿
は
な
い
。
市
會
は
支
醗
人
を
豊
一
命

す
る
．
支
配
人
に
は
一
定
の
任
期
は
な
恥
。
支
人
は
全
婁
賃
の
任
冤
権
を
有
し
之
に
關
し
て
市
禽
に
報
告
す
る
。
　
　
（
以
下
弐
號
）


